
 
 

令和７年度鹿屋市一般会計補正予算（第10号）の概要 
 

１ 補正予算の内容 

  「令和７年度畜産クラスター事業」の事業費の増額に伴い、繰越明許の額に追加する

必要が生じたことから、繰越明許費の補正を行ったもの 

 

事業名 金額 

畜産クラスター事業 
補正前 補正後 増減 

54,499千円 55,909千円 1,410千円 

２ 専決処分の理由 

事業費の増額に伴い、国・県と協議した結果、年度内に繰越明許費の補正を行う必要

があったため 

３ 専決処分日 令和８年３月 31日 

４ 参考 

畜産クラスター事業 畜産課 

内 容 

国の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業のうち持

続性・社会的価値向上対策）を活用して、鹿屋市畜産クラスター計画の中

心的な経営体に位置付けられた畜産農家が、家畜飼養管理施設、家畜排せ

つ物処理施設、自給飼料関連施設等を整備する費用の一部を助成する。 

●事業主体（取組主体） 

 鹿屋市畜産クラスター協議会（株式会社永吉ファーム輝北） 

●事業内容 

肥育牛舎の整備 

●執行予定額（変更後の設定額） 

 55,909千円 

総事業費 市補助金※ 取組主体 

132,990千円 55,909千円 77,081千円 

 ※市補助金の財源は、国の補助金（100％） 

●事業スケジュール 

日程 内容 

令和８年４月 入札・契約締結 

５月 工事着手 

令和９年２月 牛舎完成 

●繰越理由 

事業内容について、国・県等との協議・調整に時間を要したことから、

施工及び完了が次年度となるため  


